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それでは定刻が参りましたので、ただいまより、平成２６年度第４

回目の川西市国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

本日は大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありが

とうございます。 

本日の会議は、「川西市国民健康保険運営協議会会議公開制度運用

要綱第５条」の規定に基づきまして傍聴を認めることとしていますの

で、ご了承をお願いいたします。 

開催にあたりまして、副市長より皆様にご挨拶がございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

皆様、こんにちは。副市長でございます。 

本日は、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にあり

がとうございます。会長からもございましたとおり、今年度第４回目

の運営協議会です。委員の皆様におかれましては、平素より本市の国

民健康保険事業の運営に、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

さて、前回の運営協議会では、平成２７年度以降の税率改定案をお

示しいたしました。前回の協議内容を踏まえ、本日は諮問をさせてい

ただきます。そのうえで皆様にはさらに議論を深めていただこうと考

えていますので、よろしくお願いいたします。 

よろしくとは申しましたが、非常に難しい課題を委員の皆様に突き

付けているように感じていますが、私どもも３月の市議会に向けまし

て準備してまいりますので、慎重な議論をしていただきますよう、何

卒よろしくお願いいたします。 

開会にあたりまして甚だ簡単ではございますが、ご挨拶とさせてい

ただきます。 

 

ありがとうございました。 

本日は、委員が所要のために欠席です。 

それでは、本日の協議会議事録の署名委員を選出させていただきた

いと思います。私から指名をさせていただきたいと思いますけれども、

ご異議ございませんでしょうか。 

 

＜異議なしの声あり＞ 

 

異議なしという声をいただきましたので、本日の署名委員としまし

て、委員と委員を指名いたしますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、議題に基づきまして進行させていただきます。協議事項 
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第１「川西市国民健康保険税の税率等の改定について」を議題としま

す。先ほど副市長からのご挨拶でもありましたように、諮問を受けた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

 

諮 問 第 １ 号 

平成２７年１月２８日 

    

川西市国民健康保険運営協議会 

会 長  中 原  光 治 様 

                  川西市長 大 塩   民 生 

 

川西市国民健康保険税の税率等の改定について（諮問） 

 

国民健康保険事業は、国民皆保険制度を守るための基盤となる制度

です。 

現在、国において医療保険制度改革が議論されており、国民健康保

険については、平成３０年度から都道府県が財政運営責任を果たすと

するなど、大きな制度変更を伴う方針が示されています。このような

中で、当市は一市町村保険者として、議論の行方を見守るとともに、

円滑な制度移行が実現できるように財政の健全化に努めていく必要が

あります。 

現在の川西市国民健康保険税は、平成２５・２６年度の収支を整え

るために設定したものですが、医療給付費が伸び続けていることなど

により、平成２８年度末には約７億９千万円の収支不足額が生じるも

のと想定されます。 

つきましては、平成２８年度末での収支均衡を図るため、平成２７

年度の国民健康保険税について、次のとおり定めたいので、国民健康

保険法第１１条の規定により諮問します。 

  

諮 問 事 項 

 

１．税率等について 

  ア 基礎課税額の税率等 

   所得割額の税率について「１００分の６．４５」を「１００

分の６．７２」に改める。 

   被保険者均等割額について「２５，８００円」を「２６，８

００円」に改める。 
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     世帯別平等割額について「２０，２００円」を「２０，６

００円」に改める。 

 

   イ 後期高齢者支援金等課税額の税率等 

    所得割額の税率について「１００分の２．６５」を「１０

０分の２．６７」に改める。 

    被保険者均等割額について「９，８００円」を「１０，２

００円」に改める。 

     世帯別平等割額について「７，６００円」を「８，０００

円」に改める。 

   

   ウ 介護納付金課税額の税率等 

所得割額の税率について「１００分の２．７５」を「１０  

０分の２．６２」に改める。 

     被保険者均等割額について「１０，４００円」を「１１，

６００円」に改める。 

      世帯別平等割額について「５，４００円」を「６，０００

円」に改める。 

 

２．改定時期について 

平成２７年４月１日から改定する。 

 

＜副市長朗読後、会長に手渡し＞ 

 

ただいま諮問をお受けしました。皆様の慎重なご審議をお願いしま

す。 

それではただいまの諮問の内容につきまして事務局より説明がござ

います。事務局、よろしくお願いします。 

 

説明に先立ちまして、副市長は公務がありますので退席させていた

だきます。 

それでは私のほうから説明させていただきます。 

まず、前回宿題となっていました、地方税のうちの地方消費税の取

り扱いについて、簡単ですけれどもご紹介をさせていただきます。 

今回の改定にあたりましては、川西市ベースで考えますと１億４，

０００万円の公費の拡充があるという説明をさせていただいていま

す。これは、平成２７年度から消費税引上げ分のうちの１，７００億

円を国保に投じるということから試算しています。この財源を調べた 
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ら、地方消費税分も含めて１，７００億円措置しているということで

した。市は地方消費税交付金というかたちで国から受けますが、平成

２６年度と２７年度を比較したら、当然増額になると思います。ただ、

その増額分は既に国の地方財政計画の中で拾われている部分です。こ

の１億４，０００万円のうちの４分の１は市が負担することになるの

で、別枠で１億４，０００万円を国保に投じるという余裕は残念なが

らありません。 

簡単ではありますが、宿題については以上です。 

 

それでは資料のほうの説明をさせていただきます。 

資料１－１の１ページをお開きください。「平成２７・２８年度川

西市国民健康保険税率（案）」でございます。左から「現行①」、「改

定案②」、「改定幅③」といたしています。医療給付費分からご説明

いたします。所得に応じて課税いたします所得割におきまして、現行

６．４５％を６．７２％とし、改定幅は０．２７％でございます。被

保険者一人当たりに課税いたします均等割は、現行２万５，８００円

を２万６，８００円とし、改定幅は１，０００円でございます。１世

帯当たりに課税いたします平等割額は、現行２万２００円を２万６０

０円とし、改定幅は４００円でございます。賦課限度額につきまして

は、現行５１万円を５２万円とし、改定幅は１万円でございます。 

次に、後期高齢者支援金分でございます。所得割におきまして、現

行２．６５％を２．６７％とし、改定幅は０．０２％でございます。

均等割は、現行９，８００円を１万２００円とし、改定幅は４００円

でございます。平等割は、現行７，６００円を８，０００円とし、改

定幅は４００円でございます。賦課限度額につきましては、現行１６

万円を１７万円とし、改定幅は１万円でございます。 

最後に、介護納付金分でございます。所得割におきましては、現行

２．７５％を２．６２％とし、改定幅はマイナス０．１３％でござい

ます。均等割は、現行１万４００円を１万１，６００円とし、改定幅

は１，２００円でございます。平等割は、現行５，４００円を６，０

００円とし、改定幅は６００円でございます。賦課限度額につきまし

ては、現行１４万円を１６万円とし、改定幅は２万円でございます。 

合計としています右下部分をご覧ください。改定幅の合計は、１億

２，６１３万８，０００円で、これを２７・２８年度の平均被保険者

数である３万９，７９１人で割った１人当たりの改定幅は、３，１７

０円、改定率は３．１９％でございます。 

２ページをお開きください。「平成２７・２８年度川西市国民健康

保険税率改定における増収について」でございます。今回の税率改定 
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は、１億４，０００万円の増収を図ろうとするものですが、その内訳

を記載している資料でございます。医療給付費分と後期高齢者支援金

分につきましては、一般被保険者について、介護納付金分につきまし

ては退職被保険者を含む被保険者全体についてが対象になります。こ

れに該当する保険税の増収分は、ページの下の部分の色を付けていま

す「税率改定による保険税増収額①」の約１億７００万円でございま

す。この額に、税率改定に伴い、均等割・平等割額が増額されること

による保険税軽減分の増額分として、色を付けています②約３，３０

０万円を加えた額が、合計で約１億４，０００万円となっています。 

３ページをお開きください。３ページから５ページは平成２８年度

末におきまして、収支均衡を図るために必要な保険税の調定額を算出

するための表でございます。 

３ページは医療給付費分の算出表でございます。 

表の上の部分が支出でございます。右側に備考としていますところ

の左横、「平成２７プラス平成２８見込」の欄をご覧ください。保険

給付費をはじめとする支出合計は約３２７億３，７００万円でござい

ます。その下が収入でございます。保険税現年度分と保険基盤安定繰

入金以外で見込まれる収入をあげていまして、収入合計は約２６９億

３，５００万円でございます。その下に差引③としていますのが、支

出合計から収入合計を差し引きました収入の不足額約５８億２００万

円でございます。この不足額から特別補助金と国費の追加額の合計５

億２千万円の７割分であります３億６，４００万円を差し引きました

額が⑥の保険税現年度分必要収入額で約５４億３，８００万円でござ

います。これを収納率で割戻し、現行制度で交付される基盤安定保険

者支援分の見込額１億５，２００万円を差引きまして、さらに２分の

１にしたものが、⑧の単年度必要調定額２９億６，９００万円でござ

います。ここから⑨の税率改定による基盤安定軽減分増加見込額１，

９００万円を差し引きました額が⑩の最終必要調定額です。この調定

額や被保険者数見込などを設定し、国保中央会の税率算定システムを

用いまして算出いたしましたのが、１ページで説明いたしました税率

案でございます。４ページでは後期高齢者支援金分を、５ページでは

介護納付金分をそれぞれ同様の方法で算出いたしていますので、よろ

しくお願いいたします。 

資料１－２をご覧ください。所得階級別調定額の状況でございます。

この度の改定案と改定前の所得段階別の調定額を所得階級２０万円ご

とに比較したものでございます。左側の表の部分をご覧ください。国

民健康保険加入世帯の８割は、所得２００万円以下の世帯で占められ

ています。今回の改定は、所得割の改定幅に比べ、均等割、平等割の 
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改定幅がやや大きいため、所得割のかからない世帯が多い所得４０万

円以下の世帯については、改定率が平均を上回っています。また、５

割、２割軽減の対象世帯の拡充が実施されますが、その部分に該当す

る世帯があると見込まれる所得１６０万円以下につきましては比較的

低い改定率となっています。所得が４００万円を超えるあたりから改

定率にばらつきが出て参ります。これは、この資料が平成２６年１０

月１日時点のデータに平成２７、２８年度の被保険者世帯数情報をあ

てて作成したものであることから、例えば、高額所得者がいる世帯で

あっても、その高額所得者が４月１日時点では世帯にいないような場

合は軽減が適用されるなどの例外的なケースがあるためと思われま

す。 

資料１－３をご覧ください。 

「国民健康保険税所得段階別負担額調べ」でございます。 

１ページの１）が年金収入の６６歳１人世帯のモデルケースでござ

います。一番上の年金収入１５０万円の場合は、年金所得は３０万円

で、年間保険税額は右側の合計欄を見ていただきますと平成２６年度

では１万９，０００円ですが、平成２７年度では１万９，６００円で、

収入に占める税額の割合は、１．３１％、影響額は６００円、改定率

は、３．１６％でございます。その下の年金収入２００万円の場合は、

年金所得は８０万円で、年間保険税額は平成２６年度では１０万６，

１００円ですが、平成２７年度では９万６，６００円で、９，５００

円の減額になります。これは、２割軽減の基準額が７８万円以下から

８０万円以下に拡大されたことによるものでございます。 

２）は年金収入の２人世帯で配偶者の年金収入は７０万円としたモ

デルケースでございます。一番上の年金収入２００万円の場合とは、

世帯主の年金収入を１３０万円、配偶者の年金収入を７０万円としま

して、二人合わせた年金収入が２００万円としているものでございま

す。その場合の所得は１０万円となり、保険税額は平成２６年度では

２万９，６００円ですが、平成２７年度では３万７００円で、収入に

占める税額の割合は、１．５４％、影響額は１，１００円、改定率は、

３．７２％でございます。 

他のケースを見ていただきましても、年金収入の世帯につきまして

は、概ね平均的な改定率であり、収入に占める割合も国民健康保険加

入世帯の中では、給与収入の世帯と比較すると低い水準にあります。 

２ページをお開きください。 

１）が給与収入の４０歳、１人世帯のモデルでございます。上から

３番目の給与収入１５０万円の場合は、給与所得は８５万円で、年間

保険税額は平成２６年度では１４万７００円でございますが、平成２ 
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７年度では１４万５，５００円で収入に占める税額の割合は、９．７

０％、改定による影響額は４，８００円、改定率は、３．４１％でござ

います。その２段下の給与収入２５０万円の場合は、給与所得は１５７

万円で、年間保険税額は平成２６年度では２２万６，０００円でござい

ますが、平成２７年度では２３万２，０００円で、収入に占める保険税

額の割合は、９．２８％、改定による影響額は６，０００円、改定率は、

２．６５％でございます。 

２）は給与収入の世帯主が４０歳、配偶者４０歳の２人世帯のモデル

でございます。上から４番目の給与収入２５０万円の場合は、給与所得

は１５７万円で、年間保険税額は平成２６年度では、２７万２，０００

円でございますが、平成２７年度では２８万６００円で収入に占める税

額の割合は、１１．２２％、改定による影響額は８，６００円、改定率

は、３．１６％でございます。一番下の給与収入４００万円の場合は、

給与所得は２６６万円で、年間保険税額は平成２６年度では４０万１，

１００円でございますが、平成２７年度では４１万１，５００円で、収

入に占める保険税額の割合は、１０．２９％、改定による影響額は１０，

４００円、改定率は、２．５９％でございます。 

３ページをお開きください。 

３）は給与収入の世帯主が４０歳、配偶者が４０歳、子ども１人の３

人世帯のモデルでございます。上から５番目の給与収入３５０万円の場

合は、給与所得は２２７万円で、年間保険税額は平成２６年度では、３

９万６００円でございますが、平成２７年度では４０万１，６００円で

収入に占める税額の割合は、１１．４７％、改定による影響額は１１，

０００円、改定率は、２．８２％でございます。 

４）が給与収入の世帯主が４０歳、配偶者が４０歳、子ども２人の４

人世帯のモデルでございます。上から５番目の給与収入３５０万円の場

合は、給与所得は２２７万円で、年間保険税額は平成２６年度では、４

２万６，２００円でございますが、平成２７年度では４３万８，６００

円で収入に占める税額の割合は、１２．５３％、改定による影響額は１

２，４００円、改定率は、２．９１％でございます。 

以上のとおり、給与収入の世帯につきましては、軽減対象世帯を除き

ましたら、比較的低い改定率となっていますが、収入に占める割合は、

多くの世帯で１０％を超える状況にあります。 

資料１－４をご覧ください。給与収入の２人世帯、世帯主４０歳、配

偶者４０歳をモデルとして、収入１，０００万円までの世帯を収入１０

万円刻みで表にしたものでございます。 

１ページをご覧ください、右側の改定率の欄を見ていただきますと、

所得割の改定幅と比較した場合、均等割、平等割の改定幅をやや大きく 
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見直したことにより、軽減に該当する世帯の改定率は比較的高いもの

となっています。 

３ページをご覧ください。その反対に中間所得者層の改定率は比較

的低くなっています。 

５ページをご覧ください。高額所得者につきましては、賦課限度額

が介護納付金分も含めて４万円の増額改定となったため、比較的高い

改定率となっています。 

資料１－５をご覧ください。 

「阪神間における平成２６年度保険料（税）率の比較」でございま

す。一番右端に川西市の改定案を記載しています。当市を含めて１０

市で比較しています。表の下の部分に単身世帯、二人世帯として所得

なし世帯から所得３００万円世帯までのモデルで保険料（税）額を比

較しています。 

２ページをご覧ください。 

「阪神間における平成２５年度法定外繰入金と決算等の状況」でご

ざいます。繰入金の額は、各市とも決算をもって確定することから、

平成２５年度の実績で比較いたしています。 

資料１－６をご覧ください。 

減免案でございます。今回の税率改定の改定幅は、平成２５年度の

税率改定時と比較いたしますと、小さいものではありますが、多人数

世帯につきましては、収入に対する保険税の割合は１０％以上と高く、

その負担感も大きいことから、特に１８歳以下の子どもが２人以上い

る世帯について、２人目以降の子どもの均等割が半額になりますよう

に減免するものでございます。ただし、７割、５割の軽減に該当して

いる世帯、限度超過に該当している世帯は対象外とするものでござい

ます。減免期間は２年間としていまして、表の右側部分の合計の欄を

ご覧ください。対象世帯数は年間約４００世帯、減免額は平成２７、

２８年度の合計で約１，５００万円を見込んでいまして、その財源は、

法定外繰入金とするものでございます。 

２ページをご覧ください。具体例を夫婦と子供２人の４人世帯をモ

デルとしてお示ししています。例１は給与収入が５００万円のケース

でございます。表の中ほどの④の欄をご覧ください。この減免を実施

しなければ、改定幅は２万３，４００円、改定率は４．１９％になり

ますが、減免を実施すれば⑤にありますとおり、改定幅は４，９００

円、改定率は０．８８％になります。 

例２は、給与収入が３００万円のケースで、２割軽減該当世帯でご

ざいます。減免を実施しなければ、④にありますとおり改定幅は１万

１，９００円、改定率は３．４６％になりますが、減免を実施すれば 
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⑤にありますとおり、改定幅は９００円、改定率は０．２６％になり

ます。 

資料１－７をご覧ください。 

減免が対象となる状況を給与収入の４人世帯をモデルとして、収入

１，０００万円までの世帯を収入１０万円刻みで表にしたものでござ

います。２ページをお開きください。右から４列目が減免額の欄でご

ざいます。上から３番目の給与収入２３０万円の世帯からが減免の対

象世帯となります。３ページにかけてご覧ください。この減免を実施

することで、保険税額が収入に占める割合の高い中間所得者層に対し

て、負担軽減の効果があると考えています。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの説明を受けて答申をすることになります。付帯事項のご

意見なども含めて何かございませんか。 

説明を聞くと、年金世帯に比べて給与世帯のほうが収入に対する保

険税の割合が高いということで、年金世代と現役世代で差が出ていま

すが、全体としての改定率は３．１９％ということです。この改定の

諮問に答申をするわけですが、皆様何かございませんか。 

 

主人は後期高齢者ですが、保険税の請求や通知は主人宛てに来るの

で、そういう問い合わせは多いと思います。 

また、所得０円というのはどういう状況なのでしょうか。 

 

まず給与収入と所得の関係ですが、給与所得控除というサラリーマ

ンの必要経費のようなものが最低でも６５万円はあり、収入から引い

て所得とします。 

給与所得０円世帯は、どのように生活しているのかということです

が、資料１－２をご覧いただくと、所得０円世帯がかなりたくさんあ

ると思います。例えば、遺族年金や障害年金を受けている方々は、収

入があっても所得は０円になります。他には失業状態の方。その中で

も失業給付を受けている方は収入があるということになります。また、

預貯金で生活している方もいらっしゃいます。 

それと、請求先ですが、国民健康保険は世帯主宛てになります。障

害のある方だけで加入している場合もありますし、世帯ごとでの課税

なのでお子様も課税対象になります。それを誰に代表して通知するの

かとなると、住民基本台帳上の世帯主にしており、その納税義務につ

いても世帯主にするということで運営しています。 
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健康保険組合であれば扶養家族が何人いても同じ額だけれども、国

民健康保険では一人に対していくらというものがあるので、いろいろ

問い合わせがあると思いまして。ありがとうございました。 

 

資料１－４の１０万円ごとの保険税一覧を見て勉強させていただい

ています。大きく、高所得・中所得・低所得で、低所得者にはあまり

負担がかからないようになっているとおっしゃいましたが、ボーダー

にいる方々が一番しんどく、子どもの数にもよるのでしょうけれども、

この高・中・低というのはどういう基準で線を引いていますか。 

 

このような一覧になっている理由ですけれども、資料１－１の一番

おもてを見ていただくと、例えば介護納付金分について、所得割率に

ついては引下げの改定になっており、均等割・平等割は引上げの改定

になっています。低所得者を含めたすべての方々に対して基本料金を

かけるので引き上げになりますが、その代わり一定の所得がある方に

対してはマイナスしています。その上の後期高齢者支援金分について

も、所得割率の改定は０．０２％と非常に小さい改定ですが、均等割

についてはある程度の改定をしています。このような状況下では、所

得割のかかっている世帯は、３．１９％よりも比較的小さめの数字が

出るという仕掛けになっています。なぜこのようなかたちをとったの

かというと、国民健康保険税では、所得割に対していただくのが５

０％、均等割・平等割に対していただくのが５０％というのが大原則

だからです。その数字に当てはめようとしてこのような配分になって

います。ですから今まで介護納付金分は所得割でいただく額が多く、

均等割・平等割でいただく額が本来より少なかったので見直しをかけ

たところ、このようになりました。 

 

所得の高・中・低と分ける根拠がそれだということですか。 

 

いえ、根拠をもってラインを引いているわけではありませんが、こ

のような改定になっていますので、並べてみた結果、基本料金の改定

をしていることで、軽減世帯ではあるけれどもそれなりの改定になり、

所得割の率を引き下げていることで、中間所得者層については比較的

平均よりも低い改定になり、賦課限度額の改定をしていることで、高

所得者層については３．１９％よりも高い改定になります。 

 

特に線を引いているわけではないけれども、結果としてそうなった

ということですね。 
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前回の改定で大幅な改定をして、今回３．１９％ですけれども、前

回の改定率はどれくらいだったでしょうか。 

 

２年前の改定が１１．９１％。その前の平成２３年度が５．１１％。

平成２０年度が３．７８％。平成１７年度については旧ただし書き方

式への移行ということで違う要素もありますけれども、１２．４９％

でした。ですから前回の改定時のお話の中で、１７年度の１２．４９％

の改定率を上回ってはいけないということと、法定外繰入と税収の

半々で必要な額を確保できないのかということでご指摘を受けまし

て、１１．９１％の改定でご答申をいただきました。 

 

過去の改定率を見れば低い改定率ですけれども、正直申しますと、

消費税も上がったのに保険税率も上がるのかと、被保険者の方々の中

には負担を感じる方もいらっしゃるのですけれども、やむを得ないと

いうことで諮問を受けています。 

本日所要で欠席されていますけれども、委員のほうから２点質問を

いただいていますので紹介させていただきます。 

未納の方がどういう状況であるのか生の声を聞かせてほしい。そし

てその生の声を財政運営にどのように反映させていくのかということ

が一点。 

また、前回の審議でも説明がありましたけれども、将来的な広域化

を前提にして全体の財政調整をしているということで、それについて

は今回の改定が反映することになりますが、広域化について川西市と

してはどのように考えているか、川西市のスタンスを聞かせてほしい

というご意見をいただいていますので、事務局よろしくお願いします。 

 

前回の税率改定についてどういうお声があったかということについ

てお答えします。窓口では、「この間値上げしたのにまた上げるのか」

とおっしゃる方がほとんどです。その中でお話をするのですけれども、

これ以上分割納付の額を上げられないという方も中にはいらっしゃい

ます。そういう方にお話を聞きますと、リストラされて仕事がない、

家業の経営が苦しい、ご家族やご本人の病気で働けない、高齢の方で

すと収入が年金だけなのでこれ以上払えないなど。他には、住宅ロー

ンや市税などでも未納があって決まった出費が毎月あるので払えない

という方もいました。その中で分納誓約のお話をして、少しずつでも

分割納付の額を上げていただくということで、額の大小はありますけ

れども、ほとんどの方に以前よりも大きい金額で納付していただいて

いるという状況です。 
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また、２５年度の税率改定の影響緩和策としまして、納期を８期か

ら９期に増やしましたが、その関係で９期目の納付忘れで若干収納率

が下がっていると思われます。その９期目の分は、年度を越えて滞納

繰越分になって納めていただいているような状況です。それで滞納繰

越分の収納率は上がっていると考えています。 

 

ありがとうございました。では広域化についてもお願いします。 

 

全国市長会においても、この医療制度改革は、本来あるべき姿とし

て国民に対して一本の制度であるべきだということを言っています。

やはり健康保険についてはそこを目指す必要があります。そこへ行く

ための一里塚として、保険者規模を大きくして広域化するという考え

方は、道筋としてはよいと考えています。 

従前から皆様にはお話していますが、国民健康保険の構造的な問題

を整理させていただくと、一つは年齢構成が非常に高いということで

す。そのために医療費水準が高いというのが一点。それと、財政基盤

が非常に弱いということがもう一点です。それはなぜかと申しますと、

所得水準がそもそも低いからです。そうなると高い保険税の設定をし

なければならないから保険税の負担が重くなる、だから収納率も低く

なる。それを補てんするために法定外繰入等を行わざるを得ないとい

う状況が出てきています。 

もう少し広く見てみますと、市町村間の格差があります。全国を見

てみると、５倍程度の差が生じていると言われています。中には被保

険者数が非常に少ない小規模保険者があって、財政基盤自体が弱いの

ですけれども、例えば糖尿病患者が数人出ただけで、財政基盤を危う

くするような状況の保険者も実際に存在します。それを考えたら、ま

ず広域化を図って、母体を大きくして財政の安定化を図るとともに、

その将来の移行のために公費の拡充は絶対に必要であると考えます。

これは全国市長会も知事会も同じスタンスです。川西市としても将来

は一本化というかたちで向かうように主張していこうと考えていま

す。 

 

広域化に対しては全体として一本化するべきだと考えているという

ことですね。 

さて、本日諮問を受けましたが、諮問どおりの答申をやむを得ない

とするのか、その意見を皆様一人ひとりにお伺いしたいと思います。

改定率３．１９％について、当協議会としてどのように考えるか意見

をお願いします。 
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まず、委員からお願いします。 

 

しばらく聞いていましたけれども、十分な話し合いの中でやむを得

ない状況としての数値が出てきていると思われます。ただ、人口の流

入がそれほどない中で、医療費は高齢化とともにますます上がってい

っていますから、私たち健康保険は、保険税を決める立場にあります

けれども、保険税だけ考えていても数値は上がっていくばかりですの

で、健康というものを、介護、保療、福祉介護、保険医療など、横の

連携の中で見ていかないと、非常に難しい状況をこれからもっと背負

わなければならないので、国民健康保険課が介護の予防や、福祉、健

康維持について、もう少し連携して声を出していく必要があると思い

ます。 

 

税率改定はやむを得ないけれども、社会福祉の連携の中で少しずつ

予防していくような取り組みを今後していかなければならないという

ことですね。 

それでは委員お願いします。 

 

委員のおっしゃったことがそのとおりだと思って聞いていました。

前回税率改定したときもそうでしたけれども、健康に対する意識が向

上するような周知徹底が必要で、川西市では健幸マイレージやきんた

くん健幸体操などをやっているので、そちらにも力を入れてもらって、

予防できるところは予防してもらうとよいと思います。税率について

は、国も法定外繰入ありきの考えで市に任せるという姿勢が見られる

ので、こちらはいくら下げたいと思っても、上げざるを得ないという

状況にあります。なので、予防に力を入れていただけたらと思います。

この税率改定については、払うほうとしては少しでも税率が低いほう

がよいとは思いますけれども、やむを得ないというように感じていま

す 

 

それでは委員お願いします。 

 

資料を細かく出していただいて、事情が分からない身としてもわか

りやすいです。中でも資料１－２のグラフの所得０円の世帯数の多さ

に驚いています。これからもこちらのほうに増えていくと思われます。 

資料を見ましたら、軽減の金額がかなり広がっているし、前回ほど

の改定率ではないので、今回の改定はやむを得ないと思います。 
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先ほどの所得０円の世帯についてですけれども、遺族年金や障害年

金の人たちが含まれます。本来で言えば世帯のトータルの収入を把握

して算出するように変わるべきですけれども、今はそういう制度には

なっていません。 

では委員お願いします。 

 

こと細かくお調べいただいて、他の市と比べても真ん中くらいだし、

今回の税率改定という選択も仕方がないように思います。川西市の国

保のガイドブックを読ませていただいたら、引き落としもできるけれ

どもコンビニでも受け付けるということで、コンビニでしたら２４時

間大丈夫だし、川西市の姿勢がよく分かったので、致し方ないと思っ

ています。ただやはり所得０円というところに何か落とし穴があって、

うまくやり過ごしている人がいるかもしれないというのが気になりま

すけれども、それはそれで致し方ないと思いました。 

 

委員お願いします。 

 

過去１０年間における川西市の税率を比較して、２年前の１１％と

比べると非常に低いですし、それ以前と比べても必ずしも悪くないと

言えると思います。今の時代ですから、人口で考えて一人当たりの保

険税が確実に増えていく傾向にあると思います。高齢化によって、保

険給付費は人口減少に反してかえって高くなっています。私は市の人

間ドック費用の助成などを受けて、ありがたく思っていますが、根本

問題として、せっかく市が供給してくれている健康診断を受ける率は

３分の１ほどで、その数字でずっと推移しているというところにあり

ます。市によっては４０％台であるなど、市の人口によっても変わっ

てくるけれども、せっかく費用を使って行っている以上は受診率を上

げなくてはいけないと思います。早期発見できるし、何もなくて当た

り前ですし、それがわかるせっかくのチャンスを７割以上の人は受診

していないという人がいるところに目を向けるべきです。というのも

一例を申しますと、私はサラリーマンが終わって定年後市の国保に移

りましたが、非常にありがたいと思うのは、自分の生年月日に応じて

人間ドックや特定健診の資料をもらっていますから、サラリーマン時

代や学生時代から欠かさなかった健康診断を、退職して国保に移って

からも特定健診や人間ドックなどで受けさせていただいていることで

す。妻は生年月日が非常に遅いため、案内が２回に分けて家に届くの

ですけれども、市は世帯のデータが分かっているので、世帯内は全員

同じタイミングで送付すると郵送費が軽減されると同時に、世帯内で 
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一緒に行こうかという話になると思います。妻は以前からそうですが、

遅くに送られてきてしまうとなかなか行こうとしないので。また、阪

急バスに乗っていると放送が毎回聞こえ、よいことだなと思っていま

す。 

一例を挙げたらこういうことですが、なににつけても早期発見・早

期治療が大事で、何もなければ安心するというのに、３割程度の受診

率では非常に低いのではないかと。それを言うためにこの委員に応募

させていただきました。３割を４割、５割にしていけば、今回の改定

率３．１９％は、過去の１１％から比べれば決して悪くはないながら

ももっと下げられると思うので、そのために根本を叩き直す必要があ

ると思います。せっかく費用を出してもらえるのですから、全員が受

診する手を考えるべきだと思います。今後の課題として申し上げます。

この改定率については、異議はないと私は思います。 

 

それでは委員お願いします。 

 

いろいろな角度から見て、この改定は仕方がないと思うと同時に、

私は２６年度から委員をしていますが、今出されている資料はもう既

に２５年度の確定値ということですが、これからの２７年度、さらに

は２８年度は明らかに増額するとして既に見込んでいて、そういうと

ころの目線でしか算定できないのかと感じました。所得階級が非常に

低いところで世帯数が多い中、市の２７年度の事業も、徴収の強化な

どいろいろな「強化」を本当にきっちりとしてくださっていることは、

事業概要を見て数字で確認すると明らかではあります。先ほどの委員

の方々の意見と同様、人間ドックなどの事業が、結果は微々たる金額

かもしれませんが、３か月以上予約がとれないなどの声が聞こえてく

るくらいの事業の体制になっていたら、この計画は明らかに成功なの

だと言えると思います。しかし、２年も３年も同じように予約がすぐ

とれるようでは、全然強化になっていないのではないかと思います。

委員になってから見るとそのように見えます。微々たる金額かもしれ

ませんが、低所得の方々の保険税が上がるわけですから、国の動きも

見ながら、健康保険として介護保険等との連携もしていってほしいと

思っています。 

 

委員お願いします。 

 

私どももここ３年間保険料率は据え置いていました。ただ、収支で

見ますと、２３、２４年度が黒字で、２５年度が大きな赤字、そして 
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この２６年度も赤字の見込みです。２年間赤字が続くということで、

２７年度におきましては、料率を１５ポイントほど上げざるを得ない

状況となっています。したがいまして、川西市の今回の保険税率のア

ップというのは、同業者ですので、事情は十分理解できるところです。 

 

委員お願いします 

 

私は協会けんぽ兵庫支部にいますが、協会けんぽと言うと日本最大

の保険者ということで、全国に支部があって、３，５００万人の方に

入っていただいています。兵庫県でも１４０万人の方に入っていただ

いており、おそらく川西市の中でも３割くらいの方は協会けんぽに加

入いただいていると思います。 

実は先ほど中井先生がおっしゃった、予防や健康についての考え方

は、保険者が連携してやっていかなければなりません。実際、協会け

んぽに加入いただいていた方が国保に行かれて、そして後期高齢者医

療制度に移行されるという、健康保険の一つの道筋のようなものがで

きています。そうすると国保にすると、「協会けんぽがちゃんと予防

しておいてくれたら」ということになります。協会けんぽは主に１０

代から６５歳くらいまでの方が加入していて、その方たちが退職した

あと国保に行くという道筋があります。そうすると、より健康な状態

で渡していただければ医療費は削減できるのにという思いが国保側に

あるだろうと感じています。実は協会けんぽもそこに非常に着目して

いて、長いスパンで医療という問題に対処していかなければいけない

と思っています。保険者が行うべきことの一番は予防ということだと

思っています。現に、兵庫県におきまして、１月１３日に、兵庫県と

国保連合会、協会けんぽの３社で、井戸知事ご出席のもと、「包括連

携協定」という協定を結びました。その中で、県民の健康増進や検診、

糖尿病等の重症化予防などの、いろいろな課題を３社でやっていこう

ということで、一例ではありますけれども、こういう取り組みをさせ

ていただいています。 

協会けんぽとしましては、この問題はバトンのリレーをどのように

上手にするのかということを考えながら取り組んでいるということを

紹介させていただきます。また機会があれば、川西市にお住いの協会

けんぽの方の医療費の状況などのデータ分析を行っていますので、お

持ちして紹介させていただきながら、いろいろな課題を一緒に見つけ

られたらと思っていますのでよろしくお願いします。 

 

税率改定の審議が終わってからお願いしたいと思っています。 
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病気の予防に努めたら、その分協会けんぽとしても分担金が減って

きますね。 

 

後期高齢者支援金分ですね。協会けんぽ全体として８兆円くらいで

予算を組んでいるのですが、そのうちの３兆４，０００億円ほどは後

期高齢に拠出していて、健全運営とは言い難い状態になっています。

財政基盤の強化も急務になっていますが、いろいろな課題に対して長

いスパンで事業を展開しなければならないと考えています。また具体

的にあればご紹介させていただきます。 

 

それでは委員お願いします。 

 

まず諮問の３．１９％についてですが、これまでの説明を聞いてい

るとやむを得ないというように考えています。高齢化など、いろいろ

と問題はありますが、医療自体はやはり必要なものですので、早めに

治療を受けて、重篤化しないうちにコントロールしていただくという

のが非常に大切であると考えています。進んでいく医療の中には、例

えばＣ型肝炎の治療薬のように非常に高価な薬について、これから保

険適用が認められていきます。ここで、全体の負担が増えるから大変

だというのではなく、病気で困っている方にきちんと治癒してもらい

肝硬変や肝がんにならないようにして、仕事をしっかりしてもらえる

ように国として力を入れていくことが、困っている人たちのためには

とても大切なことだと思っています。 

これは薬剤師の立場としてですが、ジェネリック医薬品の使用は、

国の施策もあって今非常に進んでいます。現在医院または薬局、ある

いは大きな病院で入院されている方についてもかなり進んでいますの

で、そのパーセンテージなどはまた市から報告していただきたいと思

います。 

また、家に持って帰って飲み忘れた薬や、飲めない事情があって飲

まなかった薬について、全国や川西市内でも集めるとかなりあるので

はないかと考えています。私たちの職場では、薬の管理をしっかりし

て、飲めない無駄な薬を減らしていけるように今後取り組み、節約で

きる部分はしっかり節約していきたいと思っています。 

 

では委員、お願いします。 

 

前回の改定のときは言いたいように文句を言ったけれども、今回は

文句のつけるところがないです。仕方がないと思っています。 
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委員お願いします。 

 

結論から言いますと、今回の３．１９％について、健康保険のシス

テムのためにも財政基盤を確保するためにも、やむを得ないと思いま

す。今回の協議の中で、収納率が割とがんばっているようには見えた

のですが、これをもう少し努力していけばよいと思います。 

またこれはこの協議会の権限外で厚生労働省の管轄ですが、委員が

おっしゃっていたように、１錠何千円、何万円という高価な薬品があ

り、そのおかげで各製薬メーカーが数百億円という利益を生んでいる

という事実があります。これは我々医師の権限内ですけれども、ある

程度は抑制して無駄な医療給付費を減らすことが必要だと思っていま

す。 

それと、窓口負担が０円という人がいますが、これは制度上やむを

得ないと思いますけれども、多少負担してもらうように国に意見して

いってほしいと思います。 

 

委員お願いします。 

 

やはりいろいろなご意見がありまして、外からと内からで意見が変

わると思います。まず医療費全体として３．８％の増加を見込んでい

るということが以前の説明の中でありましたが、それと絡めていくと

するならば、３．１９％の改定率については、ある程度妥当性がある

と言わざるを得ないと思います。 

それと、先ほど検診の話が出たのですが、やはり検診や予防は大事

なものですけれども、川西市の検診の受診率は低いです。残念ながら

高齢化社会の中では医療費を使わざるを得ない。それは仕方のないこ

となのだから、みんなで共有しなければいけない。それは川西市の国

民健康保険だけではなくて、他の健保組合や介護保険などを含めた全

体で、なぜ負担をしなければいけないのかという意識ではなく、セー

フティネットとしての国民皆保険制度を守っていくにはどうすればよ

いのかという意識へ改革するというところからやっていかないと、話

がおかしくなると思います。やはりそれぞれの利害が絡んできますの

で仕方がないのですが、国民皆保険制度を守るという意識を持たせな

ければ、年々増える医療費に耐えられないと思います。現在ではレセ

プトをＩＴ化して処理していますのでいろいろなデータを持ってお

り、その中でどこがどうと分析することや、ある一人の方のデータを

すべて一括して把握することをやろうと思えばできるので、その人が 
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どれだけ無駄なことをやっているのかということがわかります。個人

情報等の問題もありますが、そういうシステムをいずれは導入せざる

を得ないと思います。 

 

ただいま皆様から意見を伺ったわけですけれども、今回の諮問につ

いては、皆様やむを得ないとのご意見のようです。 

委員からは、皆様の意見に従いますという声をいただいています。 

そういうことで、本日諮問内容に基づく答申をしたいと思うのです

けれども、よろしいですか。 

 

＜質問、意見等なし＞ 

  

それに付帯して皆様から出た意見をまとめまして、医療・介護・生

活保護を一体化した社会保障のつながりについて、事前の健康診断な

どでの健康維持についてのもっと積極的な姿勢、それから医療費削減

についてはジェネリック医薬品の推進についてなどを付帯事項に加

え、答申を作成して参りたいと思います。 

それでは１５分ほど休憩をさせていただきます。その間に別室で答

申案を作成して参りますので、よろしくお願いします。 

 

＜休憩＞１５：５２  ＜再開＞１６：３０ 

 

＜事務局が答申書（案）を配付する＞ 

 

お待たせしました。 

それでは手元に答申書（案）が届きましたので、事務局より朗読を

していただきます。事務局、お願いします。 

 

＜事務局が答申書（案）を朗読する＞ 

 

平成２７年１月２８日 

 

川西市長  大 塩 民 生  様 

 

川西市国民健康保険運営協議会 

会長  中 原 光 治 

 

川西市国民健康保険税の税率等の改定について（答申）（案） 
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平成２７年１月２８日付諮問第１号で諮問のあったことについて、

審議の結果、下記のとおり答申する。 

 

 

記 

 

平成２５年度に税率改定を行って以降、本市国民健康保険税の税率

改定についての諮問は２年ぶりである。前回の税率改定は、平成２４

年度末時点における赤字額の解消と平成２５年度、２６年度に見込ま

れる医療費等の増加に対応するため、被保険者一人当たり保険税額が

平均で１１．９１％上昇するものと見込んで実施したものである。当

協議会としては１０％未満の改定が望ましいと考えていたが、市や国

民健康保険の財政の現状や今後の医療費の動向、近隣他市の状況につ

いて確認したうえで、国民健康保険を取り巻く状況を総合的に勘案し、

税率改定はやむを得ないとの判断を、断腸の思いで下したところであ

る。 

今回諮問された内容は、平成２８年度末までに予想される約７億９

千万円の収支不足額を解消するための税率改定である。解消するため

の見込みは次のとおりで、平成２５年度に交付された、経営姿勢が良

好な保険者に交付される国の特別補助金８千万円を、平成２６年度か

ら平成２８年度までの間も交付されるものと見込むとともに、消費税

増税に伴って国民健康保険へ投入される公費について１億４千万円が

交付されるものと見込んだうえで、なお不足する２億７千万円を税率

改定で確保しようとするものである。改定率は３．１９％と、前回の

改定率よりは低い水準であるが、非常に厳しい社会経済情勢の中、多

くの社会的弱者を抱える国民健康保険としては、増税自体を避けたい

ところである。しかし、医療給付費が全国平均においても毎年３％の

伸びを示していることや将来の国民健康保険事業の広域化を見据える

と、この税率改定もやむを得ないと考え、諮問のとおりに税率改定す

る必要があると判断する。 

 

１．基礎課税額の税率等 

所得割額の税率は１００分の６．７２に、被保険者均等割額は２６，

８００円に、世帯別平等割額は２０，６００円に改定する。 

 

２．後期高齢者支援金等課税額の税率等 

所得割額の税率は１００分の２．６７に、被保険者均等割額は１０， 
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会長 

 

 

 

２００円に、世帯別平等割額は８，０００円に改定する。 

 

３．介護納付金課税額の税率等 

所得割額の税率は１００分の２．６２に、被保険者均等割額は１１，

６００円に、世帯別平等割額は６，０００円に改定する。 

 

４．収入に占める保険税の割合の大きい多人数世帯については、そ

の負担軽減を図る。 

 

５．今後の対策について 

  国民健康保険事業の安定的な運営を行うため、次の点について

要望する。 

（１）今回の税率改定について被保険者の理解を得るために、国民

健康保険や市の財政状況も踏まえて充分に周知すること。 

（２）医療給付費の抑制には、病気の早期発見・早期治療・重症化

予防が最も効果的だと考える。しかし、川西市の特定健診の

受診率はまだまだ低い状況にあるため、ガン検診や人間ドッ

ク費用の助成に努めるなど、受診率の向上を図ること。 

（３）レセプト分析などを行い、効果的な保健指導の計画を立案、

実施し、今後の医療費の適正化に努めること。また、ジェネ

リック医薬品の利用を推進するなど、医療費の縮減に向けた

取り組みを継続すること。 

（４）クレジットカード収納などの研究を進め、被保険者にとって

納付しやすい環境を整えるとともに、引き続き口座振替の勧

奨を行うことで、収納率の向上を図ること。また、滞納者の

状況を財産調査などで個々に把握したうえで、最大限の徴収

努力をすること。 

（５）国民健康保険事業の広域化の方針が示されているが、現在示

されている公費の拡充内容だけでは不十分と考えられるた

め、国、県に対してさらなる拡充を要望していくこと。 

 

 

以上 

 

ありがとうございます。この答申書（案）につきまして何かご意見

等ございませんでしょうか。 

特にご意見等がないようですので、この答申書（案）について、ご

賛同の方は挙手をお願いします。 
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（出席委員全員が挙手する。） 

 

ありがとうございます。全会一致ということで、答申を作成します。

再度休憩します。 

 

＜休憩＞１６：３５       ＜再開＞１６：３８ 

 

それではただいまから答申を行いたいと思います。朗読します。 

 

平成２７年１月２８日 

 

川西市長  大 塩 民 生  様 

 

川西市国民健康保険運営協議会 

会長  中 原 光 治 

 

川西市国民健康保険税の税率等の改定について（答申） 

 

平成２７年１月２８日付諮問第１号で諮問のあったことについて、

審議の結果、下記のとおり答申する。 

 

 

記 

 

平成２５年度に税率改定を行って以降、本市国民健康保険税の税率

改定についての諮問は２年ぶりである。前回の税率改定は、平成２４

年度末時点における赤字額の解消と平成２５年度、２６年度に見込ま

れる医療費等の増加に対応するため、被保険者一人当たり保険税額が

平均で１１．９１％上昇するものと見込んで実施したものである。当

協議会としては１０％未満の改定が望ましいと考えていたが、市や国

民健康保険の財政の現状や今後の医療費の動向、近隣他市の状況につ

いて確認したうえで、国民健康保険を取り巻く状況を総合的に勘案し、

税率改定はやむを得ないとの判断を、断腸の思いで下したところであ

る。 

今回諮問された内容は、平成２８年度末までに予想される約７億９

千万円の収支不足額を解消するための税率改定である。解消するため

の見込みは次のとおりで、平成２５年度に交付された、経営姿勢が良 
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リック医薬品の利用を推進するなど、医療費の縮減に向けた取り組み

を継続すること。 

（４）クレジットカード収納などの研究を進め、被保険者にとって

納付しやすい環境を整えるとともに、引き続き口座振替の勧

奨を行うことで、収納率の向上を図ること。また、滞納者の

状況を財産調査などで個々に把握したうえで、最大限の徴収

努力をすること。 

（５）国民健康保険事業の広域化の方針が示されているが、現在示

されている公費の拡充内容だけでは不十分と考えられるた

め、国、県に対してさらなる拡充を要望していくこと。 

 

 

以上 

 

＜会長が答申書を朗読し、部長に手渡す＞ 

 

以上のように答申をさせていただきました。ありがとうございまし

た。 

それでは今の答申を受けて、副市長よりお礼のあいさつがございま

す。よろしくお願いします。 

 

再び失礼します。 

ただいま会長よりご答申をいただきました。ひと言お礼のご挨拶を

させていただきます。 

会長をはじめ、委員の皆様におかれましては、何かとお忙しい中、

「川西市国民健康保険税の税率等の改定について」慎重にご協議いた

だき、誠にありがとうございました。今後はこの答申書を尊重させて

いただきまして、改正条例案を３月市議会に上程して参りたいと考え

ています。 

また、複数に渡って要望事項を頂戴しています。要望事項となりま

した各項目につきましては、真摯に、また適切に対応させていただき

ますとともに、関係職員が一丸となって、これまで以上に努力して参

りますことをこの場をお借りしてお約束させていただきます。 

委員の皆様におかれましては、今後とも本市国民健康保険事業の運

営につきまして、引き続きご協力賜りますようお願いいたしますとと

もに、ますますご健勝にて、多方面にわたりご活躍されることを祈念

いたしまして、甚だ簡単ではございますが、答申のお礼とさせていた

だきます。本当にありがとうございました。 
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ありがとうございました。 

委員の皆様には大変お忙しい中、慎重にご審議いただきまして誠に

ありがとうございます。以上で答申については終わらせていただきま

す。 

次に、協議事項２「その他」についてですが、皆様何かございませ

んでしょうか。 

それでは公私何かとお忙しいところ、特に１月には毎週のように開

催させていただきまして大変だったかと思いますけれどもありがとう

ございました。 

以上をもちまして、平成２６年度第４回川西市国民健康保険運営協

議会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 


